
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民年金付加保険料の納付を希望される方は手続きが必要です。 

飯田市役所国民年金窓口、お近くの自治振興センター、りんご庁舎市民証明コーナー

または年金事務所でお申込みください。 

 

付加保険料の納め方 

付加保険料は申出した月分からお支払いしていただくことになります。 

● 月々の保険料を納付書で納める場合 

後日送付される付加保険料込みの納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等

で納めてください。 

● 国民年金保険料を前納で納付済みの場合 

後日送付される付加保険料の納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納

めてください。 

● 月々の保険料を口座振替（クレジット）で納める場合 

ご指定の口座から、付加保険料込みの金額が引き落としされます。 

ただし、金融機関等への手続きの関係で、申出後１か月から２か月は付加保険料の納付書

でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めていただく場合もございます。 

 

 

 

 

たとえば

… 

 

国民年金 付加年金制度 

国民年金付加保険制度とは 

国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々４００円）を納めると

老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。 

付加年金の年金額は、２００円×付加保険料納付月数となります。 

 

20歳から60歳までの40年間付加保険料を納めた場合の年金額は次のとおりです。 

200円 × 480月（40年） ＝ 96,000円 ← １年間で受け取れる額 

付加保険料を納めた分は、年金を２年間受給することでモトがとれます！ 

※なお、付加年金は定額のため、物価スライド（増額・減額）はありません。 

 

 

 

付加保険料を納める際の留意点 

● 付加保険料の納期限は、翌月末日（納期限）と定められております。 

● 納期限を経過した場合でも、期限から２年間は付加保険料を納めることができます。 

● 付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が

必要となります。 

● 国民年金基金に加入している方は付加保険料を納めることはできません。 

● 月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納期限は、翌月最初の金融機

関等の営業日となります。 

 


